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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第59期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第58期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 66,949 352,808

経常利益（△損失） (百万円) △4,177 5,096

四半期(当期)純利益
（△損失）

(百万円) △2,311 2,570

純資産額 (百万円) 52,091 53,862

総資産額 (百万円) 328,638 340,233

１株当たり純資産額 (円) 212.01 219.19

１株当たり四半期
(当期)純利益（△損失）

(円) △9.41 10.46

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 15.8 15.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,139 △9,148

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,584 △4,530

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,910 △1,753

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 34,468 33,394

従業員数 (名) 3,505 3,414

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２  売上高には、消費税等は含まれていない。

３ 「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益」は、第58期については潜在株式がないため、第59期第１

四半期連結累計（会計）期間については潜在株式がなく、また、四半期純損失のため記載していない。 
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２ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社25社及び関連会社２社で構成され、建設事業、開発事業及びこれらに関連す

る建設資材の販売、機器リース及び造船事業等の事業活動を展開している。

当第1四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について重要な変更はない。また、主

要な関係会社に異動はない。

　

３ 【関係会社の状況】

当第1四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 3,505

(注)  従業員数は就業人員数である。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 2,851

(注)  従業員数は就業人員数である。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

　

区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

(百万円)

建設事業 98,879

　

(2) 売上実績

　

区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

(百万円)

建設事業 63,746

開発事業 114

その他の事業 3,088

合計 66,949

(注) １　開発事業及びその他の事業の受注実績については、当社グループ各社における受注の定義が異なり、また、金額

も僅少であるため、建設事業のみ記載している。

２　当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していない。

３　受注実績、売上実績については、セグメント間の取引を相殺消去して記載している。
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なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。

提出会社における受注高及び売上高の状況

①　受注高、売上高及び繰越高

　

期別 種類別
期首
繰越高
(百万円)

期中
受注高
(百万円)

計
(百万円)

期中
売上高
(百万円)

期末
繰越高
(百万円)

当第１四半期会計期間
(自平成20年４月１日
至平成20年６月30日)

建設事業

土木
(283,684)
286,734

46,995 333,730 34,893 298,837

建築
(190,685)
191,778

48,603 240,382 26,234 214,147

計
(474,370)
478,513

95,599 574,113 61,128 512,985

開発事業等 ― 165 165 144 20

合計
(474,370)
478,513

95,764 574,278 61,272 513,005

前事業年度
(自平成19年４月１日
至平成20年３月31日)

建設事業

土木
(248,468)
245,328

205,838 451,166 167,482 283,684

建築
(168,934)
167,974

167,755 335,730 145,044 190,685

計
(417,403)
413,302

373,594 786,897 312,526 474,370

開発事業等 2,979 2,349 5,329 5,329 ―

合計
(420,382)
416,282

375,944 792,226 317,856 474,370

(注) １　前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注高にその増減額

を含む。

したがって期中売上高にもかかる増減額が含まれる。

２　期首繰越高の上段(　)内表示額は前事業年度における期末繰越高を表わし、下段表示額は、当該第１四半期会計

期間(事業年度)の外国為替相場が変動したため海外繰越高を修正したものである。

３　期中受注工事高のうち海外工事の割合は、当第１四半期会計期間35.5％であり、主なものは次のとおりである。

当第１四半期
会計期間

Foster Wheeler Worley Pa
rsons JV

エクソンモービル 
パラレルトレイン工事

（シンガポール）

Vocational Training Councilチュンカンオー職業訓練学校新
築工事

（香　　　　港）
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②　完成工事高

　

期別 区分
国内 海外 計

(Ｂ)
(百万円)官公庁

(百万円)
民間
(百万円)

(Ａ)
(百万円)

(Ａ)/(Ｂ)
(％)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

土木工事 15,941 9,650 9,301 26.7 34,893

建築工事 1,206 21,164 3,863 14.7 26,234

計 17,148 30,815 13,164 21.5 61,128

(注) １　海外完成工事高の地域別割合は、次のとおりである。

　

地域 当第１四半期会計期間(％)

東南アジア 90.0

その他 10.0

計 100

２　完成工事のうち主なものは、次のとおりである。

当第１四半期会計期間完成工事のうち主なもの

合同会社フジグラン松前 フジ松前ＳＣ開発工事

㈱アイ・エイチ・アイ　マリンユナイテッド 新第二固定桟橋建設工事

伊勢湾海運㈱ （仮称）伊勢湾海運㈱弥富梱包事業所新築工事

フローリッシュ　リアルエステート㈱ 東日本フェリー青森埠頭ターミナル新築工事

３　完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりである。

当第１四半期会計期間 国土交通省 10,314百万円 16.9％

　

③　手持工事高（平成20年６月30日現在)

　

区分

国内(百万円)
海外
(百万円)

計
(百万円)

官公庁 民間

土木工事 101,123 55,751 141,962 298,837

建築工事 6,730 153,094 54,323 214,147

計 107,853 208,845 196,285 512,985

手持工事のうち主なものは、次のとおりである。

国土交通省 東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事 平成22年８月完成予定

大日本印刷㈱ Ｇ10ＣＦ堺工場建築工事 平成21年２月完成予定
 

JURONG TOWN CORPORATIONジュロンアイランド
第４期チュアスビュー埋立拡張工事

平成23年３月完成予定
 

JURONG TOWN CORPORATIONジュロンアイランド第３期３Ｂ埋立工事 平成22年８月完成予定

シンガポール政府 パシルパンジャン港湾開発工事 平成25年４月完成予定
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はない。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

(1) 業績の状況

　当第1四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰やサブプイラム住宅ローン問題を背景と

する米国経済の減速の影響により企業収益が減少するなど、景気は足踏み状態にあった。また、当社グ

ループの主たる事業分野である国内建設市場においても、民間設備投資は横ばいながらも、公共投資の継

続的な減少、建設資材価格の急騰などにより、依然厳しい経営環境が続いている。一方、海外の建設市場に

ついては、当社グループの主要市場である東南アジア及び中東での旺盛な建設需要に支えられ、前連結会

計年度から引き続き好調に推移した。

  このような状況のもと、当社グループの業績は、売上高は66,949百万円となったものの、利益について

は、営業損失が3,672百万円、経常損失は4,177百万円、四半期純損失は2,311百万円となった。

  (注)「３　財政状態及び経営成績の分析」における各事項の記載金額については、消費税抜きで表示し

ている。

　

  事業の種類別セグメント及び所在地別セグメントの業績は次の通りである。(事業の種類別セグメント

ごとの業績については、セグメント間の内部売上高または振替高を含めて記載している。)

　

①事業の種類別セグメント

(建 設 事 業)

  当社グループの主たる事業分野である建設事業においては、完成工事高は63,788百万円となったもの

の、3,611百万円の営業損失となった。

　なお、当社グループの主たる事業である建設事業の特徴として、工事の完成が主に第４四半期に集中す

ることから、第３四半期までの各四半期の売上高が通期に比し、低くなる季節的変動がある。

(開 発 事 業)

  開発事業においては、売上高は182百万円となったが、たな卸不動産評価損の計上等により、195百万円

の営業損失となった。

(その他の事業)

  造船事業及び建設資材の販売・機器リース並びに船舶の賃貸事業等を主な内容とするその他の事業

においては、売上高の過半を占める造船事業において市況の好調さが寄与し、売上高は4,655百万円とな

り、営業利益は127百万円となった。

　

②所在地別セグメント

（ 日　　  本 ）

  日本国内における売上高は53,686百万円となり、営業損失は3,509百万円となった。

（ 東南アジア ）

  主要活動拠点であるシンガポール、香港等を中心とした東南アジアでの売上高は11,942百万円となり、営

業利益は84百万円となった。

（その他の地域）

  Ｕ.Ａ.Ｅ.などのその他の地域での売上高は1,319百万円となり、営業損失は249百万円となった。
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(2) キャッシュ・フローの状況

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失3,717百万円となったものの、売上

債権が26,647百万円減少したこと等により、11,139百万円の収入超過となった。

  投資活動によるキャッシュ・フローは、開発事業への投資による支出等により、5,584百万円の支出超

過となった。

  財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により、3,910百万円の支出超過となった。

  これらにより、当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの「現金及び現金同等物」は前連結

会計年度末と比べ、1,074百万円増加して、34,468百万円となった。

　

(3) 財政状態の分析

 　当社グループの総資産は、前連結会計年度末に比べ11,594百万円減少し、328,638百万円となった。これは

未成工事支出金等の支出は増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等の回収により減少したもの

である。負債については、支払手形・工事未払金等並びに有利子負債の減少等により、前連結会計年度末

に比べ9,823百万円減少し276,547百万円となった。また純資産については、四半期純損失となったこと等

により、前連結会計年度末と比べ1,771百万円減少し52,091百万円となった。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

 　 当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

および新たに生じた課題はない。

  なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内

容は次の通りである。

　

（買収防衛策について）

　当社は、平成19年5月8日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針を決定しております。

　

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

  上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式

に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものでは

なく、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。

　しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ることなく、

一方的に大規模買付行為又はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。

　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさま

ざまな源泉、ならびに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いま

して、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに

類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え

ます。

　そのため、当社は、万一、当社の支配権の移転を伴う大量買付を意図する者が現れた場合は、買付者に

買付の条件ならびに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を提供させ、当社の取締

役会や株主がその内容を検討し、あるいは当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間を確

保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当社取締役会の責務であると考えております。
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Ⅱ．基本方針の実現に資する取り組み

１．「中期経営計画」等による企業価値向上への取り組み

　平成20年度を初年度とする新しい３カ年中期経営計画を策定し、厳しい経営環境を乗り越えて、自

ら力強く「前進する」という経営の意思を込めて「Advance 21」と名付けました。事業環境の変化

をチャンスと捉え、緩やかな事業量の拡大を図るとともに、技術立社と現場力の強化を推進すること

により、名実ともに臨海部ナンバーワン企業として技術競争時代を勝ち抜く所存です。 

２．「コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化」による企業価値向上の取り組み

  当社は、会社の永続的な成長・発展のため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と

位置付けています。そのため経営における意思決定の迅速化、透明性の向上、公正性の確保を目指し

た経営体制を構築するとともに、取締役及び取締役会がリスク管理の徹底及び法令等の遵守、業務の

適正かつ効率的な遂行を確保するため、実効ある内部統制システムの構築に取り組んでいます。すな

わち、会社法に基づき全社の内部統制システムに関する基本方針を定め、年度毎に評価・見直しを行

うとともに、財務報告に係わる内部統制についても金融商品取引法に基づき2008年度からの運用に

向けてシステムの構築を進めています。

　当社の経営体制としては、取締役の人数を少数化し、取締役会の活性化ならびに意思決定の迅速化

を図るとともに、業務執行の責任を明確にするため執行役員制度を導入しています。併せて、公正で

透明性の高い経営を行うため、社外取締役1名を選任しています。取締役会は原則月2回の開催とし、

経営方針、法律で定められた事項、その他会社規則で定めた重要事項について活発な討議の上、意思

決定を行っております。なお、取締役、執行役員の報酬は、その責任を明確にするため、業績と報酬が

連動する役員業績評価制度を導入しております。

  当社は監査役制度を採用しており、そのうち3名が社外監査役です。監査役は取締役会に常時出席

しているほか、執行役員会議をはじめとした社内の重要会議にも積極的に参加しており、取締役の職

務執行を充分に監視する体制を整えております。

　内部監査につきまして、担当する総合監査部は監査役会と連携を取り、当社各部門及びグループ会

社の業務執行状況を監査しております。

　会計監査につきまして、当社は会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を締結してお

り、監査役会、総合監査部、会計監査人は、定期的に監査計画、監査結果の情報交換等により連携し監

査の実効性を高めております。

  当社は、CSRを重視した経営理念、中期ビジョンを実現するため、社長直轄組織として、CSR推進委員

会およびCSR推進室を設置しています。また、当社のコンプライアンス方針や体制、指針等をまとめた

コンプライアンスハンドブックの作成、社内イントラネット上でのデータベースの構築等を実施す

るとともに、社内担当者および社外の弁護士を窓口とする内部通報・相談窓口を設置し、不法行為等

の早期発見を図り、企業不祥事を未然に防止する体制を整えております。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組み

１．大規模買付ルール導入の目的

  最終的に、大規模買付行為を受け入れるかどうかは株主の皆様の判断によるべきものであります

が、当社の事業基盤の状況を考えますと、大規模買付行為が行われようとする場合には、株主の皆様

とステークホルダーに対して、当社からはもとより大規模買付者からも充分な判断材料が提示され

るとともに、熟慮のための充分な時間が確保されるべきものと考えます。

　このような考え方のもとで、当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業
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の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一環として、本プランを導入すること

を決定いたしました。

２．大規模買付ルールの概要

  当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分

な情報を提供し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、とい

うものです。

３ ．大規模買付行為がなされた場合の対応策

　（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反

対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することによ

り、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する

当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。

　但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難

い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合

には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び

当社定款が認める対抗措置を取ることがあります。

　（2）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

  大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何に

かかわらず、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予

約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対

抗する場合があります。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と取締役

会が判断したものを選択することとします。取締役会が対抗措置として、例えば、新株予約権の無償

割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権

の行使条件とすることや新株予約権者に対して、当社が当社株式と引き換えに当該新株予約権を取

得する旨の取得条項をつけるなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設け

ることがあります。

　（3）独立委員会の設置

  本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客

観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。

　（4）対抗措置の発動の手続

  本プランにおいては、上記（1）に記載の通り大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合に

は、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、上記（2）に記載の通り大

規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないことにより対抗措置をとる場合、及び上記（1）に記載

の通り大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合でも例外的に対抗措置をとる場合には、そ

の判断の合理性及び公正性を担保するために、まず取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会

に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は大規模買付ルールが遵守されているか

否か、また、上記（1）に記載の類型に該当し、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を著しく損なうと認められるか否かなどを、十分検討した上で対抗措置の発動の是非につ

いて勧告を行うものとします。

  取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものと

します。
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（5）対抗措置発動の停止等について

  上記（1）又は（2）において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大

規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと取締

役会が判断した場合には、独立委員会の意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止

又は変更を行うことがあります。

  なお、対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令及び当社

が上場する証券取引所の上場規則等に従い、適時・適切に開示します。

４．株主・投資家に与える影響等

（1）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等

  大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な

情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受

ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規

模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価

値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定

は、株主・投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主・投資家の皆

様の利益に資するものであると考えております。

　なお、上記３．において述べた通り、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大

規模買付行為に対する当社の対応策が異なりますので、株主・投資家の皆様におかれましては、大規

模買付者の動向にご注意ください。

（2）対抗措置発動時に株主・投資家の皆様に与える影響

  当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、上記３．に記

載した対抗措置をとることがありますが、取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合

には、当該決定について法令及び当社が上場する証券取引所の上場規則等に従い、適時・適切に開示

します。

　対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面において格

別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当を

行う場合は、株主の皆様は、対価を払い込みすることなく、その保有する株式数に応じて、新株予約権

が割り当てられます。また、当社が、当該新株予約権の取得の手続をとることを決定した場合は、大規

模買付者以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領する

ため、法的権利又は経済的側面において格別の不利益は発生しません。但し、割当期日において名義

書換未了の株主の皆様（証券保管振替機構に対する預託を行っている株券の株主を除きます。）に

関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無償割当を受け、当該新株予約権と引き換えに当

社株式を受領することに比して、結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益が発生する

可能性があります。

　なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止又は発行した新株

予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失

います。）を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当該新株予約権の無

償割当を受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に当社株式の価値の希釈化が生じること

を前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性

があります。

　大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した

場合であっても大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される
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場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益

が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反すること

がないようにあらかじめ注意を喚起するものであります。

　

Ⅳ．本プランが基本方針に沿うものであり、当社の企業価値又は株主共同の利益を損なうものではな

く、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

１．買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

  本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しています。

２．株主意思を重視するものであること

  当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会決議に基づき、本プランの導入を決定しておりま

す。

３．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

  当社は、本プランの導入にあたり、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての客観的な諮問機関

として、独立委員会を設置します。独立委員会は、社外取締役、社外監査役又は社外の有識者より構成

されます。実際に当社株式に対して買付等がなされた場合には、取締役会による一定の評価期間を経

て、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非に関する諮問を行います。独立委員会は、独立委員会

規程に従い、対抗措置の発動の是非に関する取締役会への勧告を行い、取締役会はその判断を最大限

尊重して対抗措置の発動に関する決定を行うこととします。また、株主の皆様へは、判断の内容につ

いて情報開示をすることとされており、独立委員会によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

４．合理的な客観的要件の設定

  本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ、発動されないように

設定されており、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

５．独立した外部専門家の意見の取得

  独立委員会は、当社の費用で、独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計

士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を得ることができることとしています。これに

より、独立委員会による判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとしております。

６．デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと

  本プランは、株主総会により、また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会に

よりいつでも廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けようとする

者が、当社株主総会で本プランの廃止の決議を提案の上、かかる提案が承認されることにより、また

は、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本

プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は

期差任期制を採用していないため、本プランは、スロー・ハンド型買収防衛策（取締役の交替を一度

に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策）でもありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間における研究開発費は、215百万円であった。

  なお、当第１四半期連結会計期間において、研究開発活動に重要な変更はない。

  また、連結子会社においては、研究開発活動は特段行っていない。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な変更はない。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更並びに重要な設備計画の完了はない。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 599,135,000

計 599,135,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 245,763,910245,763,910

東京証券取引所市場第１部

名古屋証券取引所市場第１部

大阪証券取引所市場第１部

―

計 245,763,910245,763,910 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項なし

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年６月30日 ― 245,763 ― 28,070 ― 10,000

　

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していな

い。
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(6) 【議決権の状況】
　

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、実質株主を把握することができず、記

載することができないため、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  81,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

245,304,500
489,888 ―

単元未満株式
普通株式

378,410
― １単元(500株)未満の株式

発行済株式総数 245,763,910― ―

総株主の議決権 ― 489,888 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が360,000株及び名義人以外

から株券喪失登録のある株式が500株含まれている。

　　なお、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数720個及び名義人以外から株

券喪失登録のある株式に係る議決権の数1個は含めていない。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式444株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
五洋建設株式会社

文京区後楽２―２―８ 81,000 ― 81,000 0.0

計 ― 81,000 ― 81,000 0.0

(注)　このほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が500株ある。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めているが、当該株式に係る議

決権の数1個は「議決権の数」の欄には含めていない。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高(円) 128 188 210

最低(円) 114 126 167

(注)　東京証券取引所市場第一部における最高・最低株価を記載した。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」

（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第１項第３号ただし書き及び附則第７条第１

項第５号ただし書きの規定を適用し、当該改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期

レビューを受けている。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法

人から名称変更している。
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１【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 34,492 33,421

受取手形・完成工事未収入金等 109,351 136,002

有価証券 101 102

未成工事支出金等 ※1
 38,713 33,514

たな卸不動産 ※2
 12,463 12,740

未収入金 21,132 19,881

その他 13,296 10,885

貸倒引当金 △1,026 △1,160

流動資産合計 228,525 245,388

固定資産

有形固定資産

土地 36,024 36,024

その他（純額） ※3
 25,260

※3
 25,247

有形固定資産合計 61,284 61,271

無形固定資産 585 568

投資その他の資産

投資有価証券 15,054 14,463

その他 29,840 25,142

貸倒引当金 △6,651 △6,601

投資その他の資産合計 38,243 33,005

固定資産合計 100,113 94,844

資産合計 328,638 340,233

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 109,771 117,960

短期借入金 69,241 63,188

未払法人税等 297 743

未成工事受入金等 29,927 28,910

引当金 ※4
 2,398 2,966

その他 19,382 17,047

流動負債合計 231,018 230,816

固定負債

長期借入金 36,014 45,909

再評価に係る繰延税金負債 7,216 7,216

引当金 1,214 1,322

その他 1,083 1,105

固定負債合計 45,529 55,553

負債合計 276,547 286,370
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 28,070 28,070

資本剰余金 20,106 20,106

利益剰余金 1,679 3,991

自己株式 △20 △20

株主資本合計 49,835 52,147

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,384 △1,973

繰延ヘッジ損益 △29 △32

土地再評価差額金 3,539 3,539

為替換算調整勘定 126 170

評価・換算差額等合計 2,251 1,703

少数株主持分 3 11

純資産合計 52,091 53,862

負債純資産合計 328,638 340,233
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(2) 【四半期連結損益計算書】
　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高

完成工事高 63,746

開発事業等売上高 3,203

売上高合計 66,949

売上原価

完成工事原価 62,964

開発事業等売上原価 3,046

売上原価合計 66,010

売上総利益

完成工事総利益 781

開発事業等総利益 157

売上総利益合計 938

販売費及び一般管理費 ※1
 4,611

営業損失（△） △3,672

営業外収益

受取利息 38

受取配当金 164

その他 99

営業外収益合計 301

営業外費用

支払利息 712

その他 95

営業外費用合計 807

経常損失（△） △4,177

特別利益

固定資産売却益 252

貸倒引当金戻入額 142

その他 89

特別利益合計 484

特別損失

固定資産除却損 7

訴訟関連損失 12

その他 5

特別損失合計 24

税金等調整前四半期純損失（△） △3,717

法人税、住民税及び事業税 85

法人税等調整額 △1,491

法人税等合計 △1,405

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △2,311
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △3,717

減価償却費 1,064

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,012

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35

工事損失引当金の増減額（△は減少） 513

受取利息及び受取配当金 △202

支払利息 776

為替差損益（△は益） 522

持分法による投資損益（△は益） 0

有形固定資産売却損益（△は益） △249

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 26,647

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,142

たな卸資産の増減額（△は増加） 144

仕入債務の増減額（△は減少） △8,185

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,023

未収入金の増減額（△は増加） △1,251

その他 1,095

小計 11,906

利息及び配当金の受取額 219

利息の支払額 △491

法人税等の支払額 △494

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △9

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 1

有形固定資産の取得による支出 △1,112

有形固定資産の売却による収入 292

貸付けによる支出 △3

貸付金の回収による収入 43

開発事業への投資による支出 △4,750

その他 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △3,842

その他 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,910

現金及び現金同等物に係る換算差額 △570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,074

現金及び現金同等物の期首残高 33,394

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,468
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

会計処理の原則及び手続

の変更

 

（１）売上高の計上基準の変更

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額が１億円以上で、

かつ工期が１年を超える工事については工事進行基準を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用していたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会

計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日

より前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第

１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、当第１四半期連結会

計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用し

ている。

  これにより、従来の方法によった場合と比べ、売上高は4,598百万円増加し、営

業損失、経常損失及び税金等調整前四半期損失は、それぞれ336百万円減少して

いる。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載している。

（２）リース取引に関する会計基準の適用

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年

度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当第１

四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る

会計処理によっている。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

している。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用してい

る。これによる営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響は

ない。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間 
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高

の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定している。

 

２　棚卸資産の評価方法

 

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によってい

る。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ

正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっている。

３　固定資産の減価償却費

の算定方法

 

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結

会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定している。

４　法人税等並びに繰延税

金資産及び繰延税金負

債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要な

ものに限定する方法によっている。

　また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計

年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法に

よっている。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　 当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１　※１未成工事支出金等の内訳は、以下の通りである。

未成工事支出金 34,519百万円

その他のたな卸資産 4,194

計 38,713

２　※２たな卸不動産の内訳は、以下の通りである。

販売用不動産 7,745百万円

開発事業等支出金 4,718

計 12,463
 

１     　 ─────────────

 

２　 　   ───────────── 

 ３　※１※４損失の発生が見込まれる工事契約に係る未

成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建

てで表示している。 

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金のうち、工事損失引当金に対応する額は526百万

円である。

４　※３有形固定資産の減価償却累計額

 
76,753百万円

３　 　   ───────────── 

 

４　※３有形固定資産の減価償却累計額

 
76,577百万円

５　保証債務

　　連結会社以外の下記の相手先の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っている。

全国漁港漁村振興漁業協同組合
連合会

1,530百万円

新潟国際コンベンションホテル
㈱

253

計 1,784

　　また、下記の相手先の住宅分譲前金保証を行っている。

㈱ジョイント・コーポレーション 300百万円

㈱ＪＡＤ 117

㈱ゴールドクレスト 96

敷島住宅㈱ 31

計 545

５　保証債務

　　連結会社以外の下記の相手先の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っている。

全国漁港漁村振興漁業協同組合
連合会

1,530百万円

新潟国際コンベンションホテル
㈱

253

計 1,784

　　また、下記の相手先の住宅分譲前金保証を行っている。

㈱ジョイント・コーポレーション 272百万円

㈱ＪＡＤ 92

㈱ゴールドクレスト 59

㈱アーバンコーポレイション 
及び極東建設㈱

4

計 429
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(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結会計期間 
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１  売上高の著しい季節的変動

　当社グループの主たる事業である建設事業の特徴と

して、工事の完成が主に第４四半期に集中することか

ら、第３四半期までの各四半期の売上高が通期に比し、

低くなる季節的変動がある。

２　※１このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりで
ある。

従業員給料手当 1,472百万円

貸倒引当金繰入額 64

賞与引当金繰入額 205

退職給付費用 195

役員退職慰労引当金繰入額 9
　　
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結会計期間 
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金預金 34,492百万円

預入期間が３か月を超える定期預

金
△23　〃

現金及び現金同等物 34,468百万円
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 245,763

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 83

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項なし。

　

４　配当に関する事項

該当事項なし。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
建設事業
(百万円)

開発事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

63,746 114 3,088 66,949 ― 66,949

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

42 67 1,566 1,677 (1,677) ―

計 63,788 182 4,655 68,626 (1,677)66,949

営業利益又は営業損失(△) △3,611 △195 127 △3,679 7 △3,672

　 (注) １　事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(1) 事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

(2) 各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

開発事業　　：不動産の自主開発・販売及び保有不動産の賃貸に関する事業

その他の事業：建設資機材の販売、リース事業、造船事業等

２　会計処理の変更

売上高の計上基準の変更

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「会計処理の原則及び手続の変

更」に記載のとおり、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額が１億円以上で、かつ工

期が１年を超える工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用してい

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より

前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計

期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。 

これにより、従来方法によった場合と比べ、建設事業の売上高は3,736百万円増加、営業損失は260百万円

減少し、その他の事業の売上高は861百万円、営業利益は76百万円それぞれ増加している。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
日本
(百万円)

東南アジア
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

53,686 11,942 1,319 66,949 ― 66,949

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 53,686 11,942 1,319 66,949 ― 66,949

営業利益又は営業損失(△) △3,509 84 △249 △3,674 2 △3,672

　 (注) １　国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法　　　　　　　　地理的近接度による。

(2) 各区分に属する主な国又は地域　　　　　東南アジア　：シンガポール、香港、ベトナム

その他の地域：Ｕ.Ａ.Ｅ.、スリランカ

２　会計処理の変更

売上高の計上基準の変更

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「会計処理の原則及び手続の変

更」に記載のとおり、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額が１億円以上で、かつ工

期が１年を超える工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用してい

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より

前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計

期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。 

これにより、従来方法によった場合と比べ、日本の売上高は4,537百万円増加、営業損失は335百万円減少

し、東南アジアの売上高は60百万円、営業利益は1百万円それぞれ増加している。
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【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 11,942 1,319 13,262

Ⅱ　連結売上高(百万円) 66,949

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

17.8 2.0 19.8

　 (注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

２　国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法　　　　　　　　地理的近接度による。

(2) 各区分に属する主な国又は地域　　　　　東南アジア　：シンガポール、香港、ベトナム

その他の地域：Ｕ.Ａ.Ｅ.、スリランカ

３　会計処理の変更

売上高の計上基準の変更

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「会計処理の原則及び手続の変

更」に記載のとおり、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額が１億円以上で、かつ工

期が１年を超える工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用してい

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より

前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計

期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。 

これにより、従来方法によった場合と比べ、東南アジアの売上高は60百万円、連結売上高は4,598百万円そ

れぞれ増加している。
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(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものが、事業運営において

重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度末日に比べ著しい変動が認められる。
　
１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

四半期連結貸借対照表
計上額 （百万円）

時価 (百万円) 差額 (百万円)

(1) 国債・地方債等 59 67 7

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 59 67 7

　

２　その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
(百万円)

四半期連結貸借対照表
計上額 （百万円）

差額
(百万円)

(1) 株式 12,466 11,032 △1,433

(2) 債券

　　国債・地方債等 ― ― ―

　　社債 ― ― ―

　　その他 ― ― ―

(3) その他 187 237 49

合計 12,654 11,270 △1,384

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

  全てのデリバティブ取引に対してヘッジ会計を適用しているため、記載を省略している。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

212.01円 219.19円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りである。

当第1四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 52,091 53,862

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

3 11

（うち少数株主持分） (3) (11)

普通株式に係る純資産額(百万円) 52,087 53,851

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数（千株）

245,680 245,682

　

２　１株当たり四半期純損失

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失 9.41円

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がなく、また、四半期純損失のため記載してい

ない。

    ２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下の通りである。

項目
当第１四半期連結累計期間 
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期純損失(百万円) 2,311

普通株主に帰属しない金額(百万円) －

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 2,311

普通株式の期中平均株式数(千株) 245,681

　

(重要な後発事象)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

該当事項なし。

　

(リース取引関係)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

リース取引残高が前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載を省略している。
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２【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

EDINET提出書類

五洋建設株式会社(E00086)

四半期報告書

33/34



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月８日

五洋建設株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 　高    橋    秀    法　　印

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士　 櫻      井        均  　印

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士　 中    川    政    人　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている五洋

建設株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、五洋建設株式会社及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更（１）に記載されているとおり、会社は

当第１四半期連結会計期間より工事契約に関する会計基準を適用しているため、同会計基準により四半期連

結財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管している。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。

　

EDINET提出書類

五洋建設株式会社(E00086)

四半期報告書

34/34


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

